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市
街
地
液
状
化
対
策
事
業 

意
向
調
査
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す  

布
佐
東
部
地
区
の
再
度
災
害
の
発
生
を
抑
制
す
る
た
め
に
検

討
を
進
め
て
き
ま
し
た
「
市
街
地
液
状
化
対
策
事
業
」
の
実
施

に
向
け
た
「
最
終
意
向
調
査
」
の
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の

で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

こ
の
意
向
調
査
は
、
８
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
、
事
業
予
定

地
（
布
佐
東
部
地
区
）
内
の
土
地
所
有
者
及
び
借
地
権
者
全
員
、

２
６
１
人
を
対
象
に
行
い
、
約
８
割
、
２
０
７
人
の
方
か
ら
回

答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

意
向
調
査
結
果 

 

（
質
問
１
）
市
が
提
案
す
る
「
市
街
地
液
状
化
対
策
事
業
（
井

戸
汲
み
上
げ
方
式
に
よ
る
地
下
水
位
低
下
工
法
）」
に
同
意

し
ま
す
か
？ 

○
同
意
す
る 

 
 

４
３
人 

（
１
６
・
５
％
） 

○
同
意
し
な
い 

１
４
７
人 

（
５
６
・
３
％
） 

○
不
明 

 
 
 
 

１
７
人 

（ 

６
・
５
％
） 

○
未
回
答 

 
 
 

５
４
人 

（
２
０
・
７
％
） 

 

◎
意
向
調
査
の
結
果
か
ら
事
業
化
は
困
難
な
状
況
に 

 市
で
は
、「
市
街
地
液
状
化
対
策
事
業
」
を
実
施
す
る
た
め

に
は
、
区
域
内
地
権
者
の
ほ
ぼ
全
員
か
ら
、
同
意
を
い
た
だ

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
意
向
調
査
の
結
果
で
は
、
国
の
財
政
支
援
を
受

け
る
た
め
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
「
３
分
の
２
以
上
の
同
意
」

を
得
る
こ
と
も
難
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。 こ

の
た
め
、
こ
れ
ま
で
検
討
を
進
め
て
き
た
「
市
街
地
液

状
化
対
策
事
業
」
の
事
業
化
は
困
難
な
状
況
と
な
り
ま
し
た
。 

 

 

布
佐
東
部
地
区 

 

 

（
質
問
２
）「
同
意
し
な
い
」
理
由
を
お
答
え
下
さ
い
。 

（
重
複
回
答
可
） 

○
費
用
負
担
が
で
き
な
い 

 
 
 
 
 

７
９
人 

○
宅
地
内
に
井
戸
を
設
置
で
き
な
い 

 

３
４
人 

○
建
物
等
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る 

 

３
０
人 

○
個
人
で
対
策
を
実
施
済
み
で
あ
る 
 

１
０
人 

○
個
人
で
対
策
を
行
う
予
定
で
あ
る 

 
 

３
人 

○
土
地
利
用
の
予
定
が
な
い 
 
 
 
 

４
２
人 

○
液
状
化
被
害
を
心
配
し
て
い
な
い 

 

２
２
人 

○
そ
の
他 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

４
５
人 

 

そ
の
他
の
意
見
と
し
て
は
、「
保
証
が
な
い
」、「
高
齢
の
た
め
」
、

「
対
策
効
果
に
疑
問
」、「
永
久
的
な
維
持
管
理
が
困
難
」
等
の
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

今
後
の
対
応 

 

布
佐
東
部
地
区
の
地
盤
は
、
震
災
前
よ
り
多
少
改
善
し
た

も
の
の
、
震
災
後
も
依
然
、
液
状
化
の
危
険
性
が
高
い
状
況

に
あ
り
ま
す
。 

こ
の
た
め
、
再
度
大
き
な
地
震
が
発
生
し
た
際
の
被
害
を

抑
制
す
る
た
め
に
は
、
適
切
な
液
状
化
対
策
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。 

市
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
区
域
内
の
道
路
や
宅
地
全
体
の
液

状
化
対
策
を
一
体
的
に
行
う
方
向
で
、
検
討
を
進
め
て
き
ま

し
た
。 

 

し
か
し
、
今
回
の
意
向
調
査
結
果
を
受
け
て
、
他
の
手
法

へ
の
転
換
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

「
市
街
地
液
状
化
対
策
事
業
」
に
代
わ
る
対
応
方
法
と
し

て
、
現
在
、
道
路
な
ど
の
公
共
施
設
と
宅
地
を
そ
れ
ぞ
れ
個

別
に
対
策
す
る
方
向
で
、
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

◎
今
後
検
討
を
行
っ
て
い
く
宅
地
の
液
状
化
対
策 

 

建
物
を
液
状
化
被
害
か
ら
守
る
た
め
に
は
、
建
物
を
新

築
す
る
際
に
適
切
な
対
策
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
た
め
、
液
状
化
対
策
を
紹
介
す
る
た
め
の
「
手
引

書
」
の
作
成
、
新
築
時
液
状
化
対
策
工
事
費
へ
の
助
成
等

の
支
援
策
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。 

 
発
行
・
問
合
せ
先 

 
 

我
孫
子
市
役
所
布
佐
東
部
地
区
復
興
対
策
室 

（
住
所
）
我
孫
子
市
都
１
０
‐
１
（
都
交
差
点
脇
） 

（
電
話
）
０
４
‐
７
１
８
５
‐
２
４
６
２ 

 

被
災
者
説
明
会
を
予
定
し
て
い
ま
す 
 

現
在
、
検
討
を
進
め
て
い
る
今
後
の
液
状
化
対
策
に
向
け
た

対
応
方
法
に
つ
い
て
は
、
課
題
や
方
向
性
を
整
理
し
た
上
で
、

説
明
会
を
開
催
し
て
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
ご
報
告
し
、
ご
意
見

を
頂
く
予
定
で
す
。 

 

        

被
災
者
の
会
か
ら
の
お
知
ら
せ 

  
 

枯
草
火
災
の
予
防
に
ご
協
力
く
だ
さ
い 

 

当
地
区
で
は
、
被
災
し
た
建
物
を
解
体
し
た
後
、
空
き
地
と

な
っ
て
い
る
土
地
が
多
く
あ
り
ま
す
。 

こ
う
し
た
空
き
地
に
雑
草
を
放
置
し
て
お
く
と
、
今
後
、
枯

草
の
火
災
が
発
生
す
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。 

周
辺
に
は
、
住
宅
も
多
数
あ
り
、
枯
草
火
災
が
原
因
で
家
屋

ま
で
焼
失
し
た
ら
大
変
で
す
。 

土
地
を
所
有
・
管
理
さ
れ
て
い
る
方
は
、
雑
草
の
除
去
を
し

て
い
た
だ
き
、
火
災
予
防
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

第 26 号 

 

（
説
明
会
の
予
定
） 

 
 

○
日
時
：
平
成
２
６
年
１
１
月
２
３
日
（
日
曜
日
） 

午
後
１
時
～ 

○
場
所
：
近
隣
セ
ン
タ
ー
ふ
さ
の
風 

ホ
ー
ル 

※
後
日
、
改
め
て
開
催
案
内
を
お
送
り
し
ま
す
。 


